
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春の火災予防運動について 

（新着情報に記載） 

令和８年春の火災予防運動 

３月１日（日）から３月７日（土）までの一週間、春の火災予防運動を実施します。空気が乾燥し、

暖房機器を使用することが多いこの時期は、毎年多くの火災が発生しています。 

この運動で、より一層住民の皆様に防火意識を高めていただき、火災の発生を防ぎ、尊い命と

貴重な財産を守りましょう。 

 

全国の住宅火災による死者数は近年減少傾向でしたが、令和３年から増加に転じました。 

また、死者数はゆるやかに増加傾向であり、令和５年から２年連続で 1,000人を超えています。 

そして、死者数の７割以上が６５歳以上の高齢者となっています。 

いのちを守る１０のポイントを参考に、自宅の防火に対する習慣と対策を見直しましょう。 

 

宮古地区広域行政組合 

〇住宅防火対策の推進について 

 大規模地震時に電気に起因する火災が多く発生していることから、地震時の電気火災リスクを

低減するため、感震ブレーカーの設置促進に取り組んでいます。感震ブレーカーは、地震を感知す

ると自動的にブレーカーを落として電気を止め、電気機器からの出火を防止する器具です。感震

ブレーカーの設置は、不在時やブレーカーを切って避難する余裕がない場合に電気火災を防止す

る有効な手段です。 

〇地震火災対策の推進について 



 

 

   

 


